（運営規程記載例別紙）
広島市介護保険課事業者指定係
・各サービスにおける「従業者の職種、員数及び職務内容」は以下のとおりです。
・このように記載することで、多くの場合で運営規程の変更が不要となり、事務負担が軽減されます。
・員数の記載は、各サービスの配置基準を満たした上で、利用定員を踏まえ可能な限り今後変更が生じないような数とすることが望ましいです。ただし、利用定員と実利用者数に定常的に乖離が生じているなどの場合は、実利用者数を踏まえた数としても差し支えありません。各事業所の実情に合わせ、配置基準を上回る範囲で適切な数を記載してください。
・員数の内訳（常勤△人、非常勤□人など）は記載不要です。











【訪問介護】
[bookmark: _Hlk208492353]（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
（２）サービス提供責任者　○人以上
サービス提供責任者は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）訪問介護員等　○人以上
訪問介護員等は、○○○○○○○○○○○を行う。


【訪問入浴】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）看護師又は准看護師　○人以上
　　　看護師又は准看護師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）介護職員　○人以上
　　　介護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。



【訪問看護】（指定訪問看護ステーションの場合）
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
[bookmark: _Hlk208397434]管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）保健師、看護師又は准看護師　○人以上
　　　保健師、看護師又は准看護師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士　○人以上
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、○○○○○○○○○○○を行う。　


【訪問看護】（病院又は診療所の場合）
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）保健師、看護師又は准看護師　○人以上
　　　保健師、看護師又は准看護師は、○○○○○○○○○○○を行う。


【訪問リハビリテーション】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）医師　○人以上
[bookmark: _Hlk208397449]　　　医師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（２）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士　○人以上
　　　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、○○○○○○○○○○○を行う。



【通所介護】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）生活相談員　○人以上
生活相談員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）介護職員　○人以上
　　　　介護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
　（４）看護職員　○人以上
看護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（５）機能訓練指導員　○人以上
機能訓練指導員は、○○○○○○○○○○○を行う。


【通所リハビリテーション】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
　　　管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
（２）医師　○人以上
　　　医師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員　○人以上
　　　　理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。



【短期入所生活介護】（単独型の場合）
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）医師　○人以上
　　　医師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）生活相談員　○人以上
　　　生活相談員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（４）介護職員又は看護師若しくは准看護師　○人以上
　　　介護職員又は看護師若しくは准看護師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（５）栄養士　○人以上
　　　栄養士は、○○○○○○○○○○○を行う。
（６）機能訓練指導員　○人以上
　　　機能訓練指導員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（７）調理員その他の従業者　○人以上
[bookmark: _Hlk208397975]　　　調理員その他の従業者は、○○○○○○○○○○○を行う。


【短期入所療養介護】（療養病床を有する病院又は診療所の場合）
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
[bookmark: _Hlk208397964]（２）医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士　○人以上
　　　医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士は、○○○○○○○○○○○を行う。



【短期入所療養介護】（療養病床を有しない病院又は診療所の場合）
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）看護職員又は介護職員　○人以上
　　　看護職員又は介護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。


【特定施設入居者生活介護】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）生活相談員　○人以上
　　　生活相談員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）看護職員　○人以上
　　　看護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（４）介護職員　○人以上
介護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（５）機能訓練指導員　○人以上
機能訓練指導員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（６）計画作成担当者　○人以上
　　　計画作成担当者は、○○○○○○○○○○○を行う。



【特定施設入居者生活介護】（外部サービス利用型）
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）生活相談員　○人以上
　　　生活相談員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）介護職員　○人以上
　　　介護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（４）計画作成担当者　○人以上
　　　計画作成担当者は、○○○○○○○○○○○を行う。


【福祉用具貸与、特定福祉用具販売】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）福祉用具専門相談員　○人以上
　　　　福祉用具専門相談員は、○○○○○○○○○○○を行う。



【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）オペレーター　○人以上
オペレーターは、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）定期巡回サービスを行う訪問介護員等　○人以上
　　　定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、○○○○○○○○○○○を行う。
（４）随時訪問サービスを行う訪問介護員等　○人以上
随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、○○○○○○○○○○○を行う。
（５）訪問看護サービスを行う看護師等　○人以上
　　　訪問看護サービスを行う看護師等は、○○○○○○○○○○○を行う。　　
（６）計画作成責任者　○人以上
　　　計画作成担当者は、○○○○○○○○○○○を行う。
（７）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士　○人以上
　　　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、○○○○○○○○○○○を行う。


【夜間対応型訪問介護】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）オペレーションセンター従業者　○人以上
オペレーションセンター従業者は、○○○○○○○○○○○を行う。
[bookmark: _Hlk208402318]（３）定期巡回サービスを行う訪問介護員等　○人以上
定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、○○○○○○○○○○○を行う。
（４）随時訪問サービスを行う訪問介護員等　○人以上
　　　随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、○○○○○○○○○○○を行う。



【地域密着型通所介護】
[bookmark: _Hlk206515995]（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）生活相談員　○人以上
生活相談員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）介護職員　○人以上
　　　介護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（４）看護職員　○人以上
　　　看護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（５）機能訓練指導員　○人以上
　　　　機能訓練指導員は、○○○○○○○○○○○を行う。


【認知症対応型通所介護】（単独型・併設型の場合）
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）生活相談員　○人以上
　　　　生活相談員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）看護職員又は介護職員　○人以上
[bookmark: _Hlk208403424]　　　　看護職員又は介護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（４）機能訓練指導員　○人以上
機能訓練指導員は、○○○○○○○○○○○を行う。



【認知症対応型通所介護】（認知症対応型共同生活介護との共用型の場合）
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）介護従業者　○人以上
[bookmark: _Hlk208403114]　　　介護従業者は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）計画作成担当者　○人以上
計画作成担当者は、○○○○○○○○○○○を行う。


[bookmark: _Hlk207098208]【小規模多機能型居宅介護】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）介護従業者　○人以上
　　　　介護従業者は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）介護支援専門員　○人以上
介護支援専門員は、○○○○○○○○○○○を行う。


【認知症対応型共同生活介護】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）介護従業者　○人以上
　　　介護従業者は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）計画作成担当者　○人以上
　　　計画作成担当者は、○○○○○○○○○○○を行う。



【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）医師　○人以上
　　　医師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）生活相談員　○人以上
　　　生活相談員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（４）看護職員　○人以上
　　　看護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（５）介護職員　○人以上
介護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
[bookmark: _Hlk208403436]（６）栄養士又は管理栄養士　○人以上
栄養士又は管理栄養士は、○○○○○○○○○○○を行う。
（７）機能訓練指導員　○人以上
機能訓練指導員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（８）介護支援専門員　○人以上
介護支援専門員は、○○○○○○○○○○○を行う。


【看護小規模多機能型居宅介護】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）介護従業者　○人以上
介護従業者は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）介護支援専門員　○人以上
介護支援専門員は、○○○○○○○○○○○を行う。



【居宅介護支援】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）介護支援専門員　○人以上
　　　介護支援専門員は、○○○○○○○○○○○を行う。


【介護予防支援】（地域包括支援センターの場合）
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）担当職員　○人以上
担当職員は、○○○○○○○○○○○を行う。


【介護予防支援】（居宅介護支援事業者の場合）
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）介護支援専門員　○人以上
介護支援専門員は、○○○○○○○○○○○を行う。



【介護老人福祉施設】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　施設に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）施設長　１人
施設長は、施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）医師　○人以上
[bookmark: _Hlk208405691]　　　医師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）生活相談員　○人以上
　　　生活相談員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（４）介護職員又は看護師若しくは准看護師　○人以上
　　　介護職員又は看護師若しくは准看護師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（５）栄養士又は管理栄養士　○人以上
　　　栄養士又は管理栄養士は、○○○○○○○○○○○を行う。
（６）機能訓練指導員　○人以上
　　　機能訓練指導員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（７）介護支援専門員　○人以上
　　　　介護支援専門員は、○○○○○○○○○○○を行う。
　（８）調理員、事務員その他の職員
　　　　調理員は、○○○○○○○○○○○を行う。
事務員は、○○○○○○○○○○○を行う。



【介護老人保健施設】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　施設に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）医師　○人以上
　　　医師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）薬剤師　○人以上
　　　薬剤師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（４）看護師若しくは准看護師又は介護職員　○人以上
　　　看護師若しくは准看護師又は介護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（５）支援相談員　○人以上
　　　支援相談員は、○○○○○○○○○○○を行う。　
（６）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士　○人以上
　　　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、○○○○○○○○○○○を行う。
（７）栄養士又は管理栄養士　○人以上
栄養士又は管理栄養士は、○○○○○○○○○○○を行う。
（８）介護支援専門員　○人以上
介護支援専門員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（９）調理員、事務員その他の従業者　○人以上
調理員は、○○○○○○○○○○○を行う。
事務員は、○○○○○○○○○○○を行う。



【介護医療院】（併設型小規模介護医療院以外の場合）
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　施設に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）医師　○人以上
　　　医師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）薬剤師　○人以上
薬剤師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（４）看護師又は准看護師　○人以上
看護師又は准看護師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（５）介護職員　○人以上
介護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（６）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士　○人以上
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、○○○○○○○○○○○を行う。
（７）栄養士又は管理栄養士　○人以上
栄養士又は管理栄養士は、○○○○○○○○○○○を行う。
（８）介護支援専門員　○人以上
介護支援専門員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（９）放射線技師　○人以上
放射線技師は、○○○○○○○○○○○を行う。
（10）調理員、事務員その他の従業者　○人以上
調理員は、○○○○○○○○○○○を行う。
事務員は、○○○○○○○○○○○を行う。



【訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）サービス提供責任者　○人以上
サービス提供責任者は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）訪問事業責任者　○人以上
　　　　訪問事業責任者は、○○○○○○○○○○○を行う。
（４）訪問介護員等　○人以上
訪問介護員等は、○○○○○○○○○○○を行う。
（５）生活援助員等　○人以上
生活援助員等は、○○○○○○○○○○○を行う。

【１日型デイサービス・短時間型デイサービス】
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、必置職については法令の定めるところによる。
（１）管理者　１人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　
（２）生活相談員　○人以上
生活相談員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（３）介護職員　○人以上
　　　　介護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
　（４）看護職員　○人以上
看護職員は、○○○○○○○○○○○を行う。
（５）機能訓練指導員　○人以上
機能訓練指導員は、○○○○○○○○○○○を行う。
